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自己資本比率の算定方法の変更について 

当行は、金融庁の承認を受け、自己資本比率の算定における信用リスクの計測手法をこれまで

の「標準的手法」から「基礎的内部格付手法」に変更しますので、下記の通りお知らせします。 

記 

 

１． 信用リスク計測手法の変更内容 

変更後 変更前 

基礎的内部格付手法 標準的手法 

 

２．「基礎的内部格付手法」の概要 

 「基礎的内部格付手法」とは、銀行の内部格付制度を用いて、貸出資産等の信用リスクを計

測し、より適切に自己資本比率に反映させる手法です。 

 「基礎的内部格付手法」の使用には、厳格な内部管理態勢の整備が求められ、金融庁の承認

を受ける必要があります。 

 当行は、信用リスク管理の高度化を目指して態勢整備に取り組んだ結果、金融庁の承認を受

けました。 

 

３．変更理由 

  当行は、社是「地域社会の繁栄に奉仕する」を掲げ、未来創造業として地域のお客さまの未

来のために金融仲介機能の更なる発揮及び伴走型支援の一層の充実に取組んでおります。信

用リスク管理の高度化はそうした取組みに必要不可欠であり、「基礎的内部格付手法」への移

行に向けて内部管理態勢を強化してまいりましたところ、今般、金融庁の承認を受けたもの

です。 

 

４．適用時期 

2026年３月末の自己資本比率の算定より適用いたします。なお、同比率については、2026年

５月中旬に公表する予定です。 

 

以 上 


